
 



 



 



 



注記等 

1. 重要な会計方針 

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法 

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き〔平成 27 年 1 月総務省〕に定める評価

基準及び評価方法に準拠しています。 

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法 

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き〔平成 27 年 1 月総務省〕に定める評価

基準及び評価方法に準拠しています。 

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法 

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き〔平成 27 年 1 月総務省〕に定める評価

基準及び評価方法に準拠しています。 

(4) 引当金の計上基準及び算定方法 

・賞与等引当金 

 職員に対する期末・勤勉手当及びそれにかかる法定福利費に備えるため、当期

負担相当額を計上しています。 

・退職手当引当金 

 職員に対する退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当自己都

合要支給額に相当する額を計上しています。 

(5) リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によって

います。 

(6) 資金収支計算書における資金の範囲 

現金（手許現金、要求払預金）及び現金同等物を資金の範囲としています。 

(7) 採用した消費税等の会計処理 

税込方式としています。 

(8) 連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合は、当該決算日及び連結

のため当該連結対象団体（会計）について特に行った処理の概要 

該当する事象はありません。 

(9) その他連結財務書類作成のための基本となる重要な事項 

該当する事象はありません。 

 

2. 重要な会計方針の変更 

(1) 会計処理の原則または手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更

が連結財務書類に与えている影響の内容 



 重要な会計方針の変更はありません。 

(2) 表示方法を変更した場合には、その旨 

 重要な会計方針の変更はありません。 

(3) 連結資金収支計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由

及び当該変更が連結資金収支計算書に与えている影響の内容 

 重要な会計方針の変更はありません。 

 

3. 重要な後発事象 

(1) 主要な業務の改廃 

 該当する事象はありません。 

(2) 組織・機構の大幅な変更 

該当する事象はありません。 

(3) 地方財政制度の大幅な改正 

 該当する事象はありません。 

(4) 重大な災害等の発生 

 該当する事象はありません。 

(5) その他重要な後発事象 

 該当する事象はありません。 

 

4. 偶発債務 

(1) 保証債務及び損失補償債務負担の状況（総額、確定債務額及び履行すべき額が確定

していないものの内訳（連結貸借対照表計上額及び未計上額）） 

 該当する事象はありません。 

 

(2) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

 該当する事象はありません。 

 

(3) その他主要な偶発債務 

 該当する事象はありません。 

 

 


